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（
内
閣
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
制
度
を
改
革
す
る
た
め
、
法
人
の
事
務
及
び
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
法
人
の
分
類
と
し
て
、

中
期
目
標
管
理
法
人
、
国
立
研
究
開
発
法
人
及
び
行
政
執
行
法
人
を
設
け
、
各
分
類
に
即
し
た
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
監
事
の
機
能
強
化
と
主
務
大
臣
に
よ
る
事
後
的
な
是
正
措
置
を
導
入
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り

業
務
運
営
の
改
善
を
図
る
仕
組
み
を
設
け
る
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
は
、
国
民
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た
多
様
で
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
た
公
共

の
利
益
の
増
進
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

２

「
国
立
研
究
開
発
法
人
」
と
は
、
我
が
国
に
お
け
る
科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
を
通
じ
た
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
そ

の
他
の
公
益
に
資
す
る
た
め
研
究
開
発
の
最
大
限
の
成
果
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

３

「
行
政
執
行
法
人
」
と
は
、
国
の
行
政
事
務
と
密
接
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
国
の
指
示
そ
の
他
の
国
の
相
当
な
関
与
の
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下
に
事
務
及
び
事
業
を
正
確
か
つ
確
実
に
執
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

二
、
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会

総
務
省
に
、
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
等
に
つ
い
て
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
内
閣

総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
十
人
以
内
で
組
織
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
を
置
く
。

三
、
役
員
及
び
職
員

１

監
事
に
つ
い
て
、
役
員
（
監
事
を
除
く

）
及
び
職
員
に
対
す
る
事
務
及
び
事
業
の
報
告
の
求
め
、
独
立
行
政
法
人
の

。

業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

２

役
員
又
は
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

四
、
評
価
等
の
指
針
の
策
定

１

総
務
大
臣
は
、
中
期
目
標
、
中
長
期
目
標
及
び
年
度
目
標
の
策
定
並
び
に
業
績
評
価
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を

主
務
大
臣
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
務
大
臣
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
が
作
成
す
る
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
係
る
指
針
案
を

適
切
に
反
映
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

主
務
大
臣
は
、
１
の
指
針
に
基
づ
き
、
中
期
目
標
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
業
績
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
運
営

１

主
務
大
臣
は
、
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
が
達
成
す
べ
き
中
期
目
標
を
定
め
、
こ
れ

を
当
該
法
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
対
し
、
業
務
運
営

。

の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

六
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
業
務
運
営

１

主
務
大
臣
は
、
五
年
以
上
七
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
国
立
研
究
開
発
法
人
が
達
成
す
べ
き
中
長
期
目
標
を
定
め
、
こ

れ
を
当
該
法
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
に
対
し
、
業
務
運
営

の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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七
、
行
政
執
行
法
人
の
業
務
運
営

１

主
務
大
臣
は
、
行
政
執
行
法
人
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に
関
す
る
年
度
目
標
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
法
人
に
指
示
す

る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
執
行
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
年
度
目
標
を
達
成
す
る
た
め
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
個
別
法
を
施
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
行
政
執
行
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
が
独
立
行
政
法
人
の
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
要
に
応
じ
、
公
募
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
公
募
に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性
を
確
保

し
つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


